
「簡易な所得見込額申立書」記入例及び記入要領

申請者は②－１に、配

偶者等は②－２に、令

和３年１月以降の任意

の１月の収入を記入し

てください。また、金

額が確認できる書類

（給与明細書、事業収

入の帳簿など）を提出

してください。

収入は、給与収入、事

業収入、不動産収入、

年金収入のみを記入す

ることとし、それ以外

の収入は記入する必要

ありません。

また、非課税のもの、

臨時的なもの（賞与、

給付金等）は各収入に

は含めません。

申請者は③－１に、配偶者等は③－２に、任意の１月の収入

合計額（A＋B＋C）を１２倍した年間収入見込額を記入し

てください。

申請者（児童を養育す

る方のうち、年間所得

見込額の高い方）につ

いて、収入の減少がコ

ロナウイルス感染症の

影響である場合✓を記

入してください。

収入の減少がコロナウ

イルス感染症の影響と

は関係がない場合、本

給付金の対象とはなり

ません。

なお、２番目の※は、

例えば、次ページ（５）

の所得比較の結果、令

和４年度分の市町村民

税均等割が課税のため

給付金の支給対象とな

らなかった児童手当の

受給者の方が所得が低

く、その配偶者等の方

が所得が高いため「申

請者」となる場合は、

児童手当の受給者（こ

の申立書では申請者で

はなく配偶者等とな

る）のみがコロナウイ

ルス感染症の影響によ

り収入が減少していて

も「要件１」に該当す

ることとなります。



申請者は前のページの③－１の

金額を、配偶者等は③－２の金額

を記入してください。

前のページの②－１で

「給与収入」を記入し

た申請者は、給与収入

の金額から給与所得控

除額を計算して記入し

てください。給与控除

額は、給与収入の金額

にあてはまるものを右

の①～④から選び、計

算してください。

②－２で「給与収入」

を記入した配偶者等も

同様に給与所得控除額

を記入してください。

前のページの②－１で

「事業収入、不動産収

入」を記入した申請者

は、当該事業収入、不

動産収入にかかる必要

経費の見込額（１２か

月分）を記入してくだ

さい。

また、当該経費が確認

できる書類（帳簿等）

を提出してください。

②－２で「事業収入、

不動産収入」を記入し

た配偶者等も同様に必

要経費の見込額を記入

してください。

申請者と配偶者それぞ

れについて、年間所得

見込額を記入して、申

請者の方が高いことを

確認してください。（所

得金額が高い方を申請

者としてください。）

前のページの②－１で

「年金収入」を記入し

た申請者は、年金収入

の金額から公的年金等

控除額を計算して記入

してください。公的年

金等控除額は、年金収

入の金額にあてはまる

ものを選び、計算して

ください。

②－２で「年金収入」

を記入した配偶者等も

同様に公的年金等控除

額を記入してくださ

い。

申請者について、早見表を使って、申

請時点の世帯の状況から限度額を確

認して、金額を記入してください。

最後に、（５）申請者の年間所得見込額と

（６）申請者の限度額を比べ、（５）の金

額の方が低い（＝非課税相当である）こ

とを確認してください。


